
慶弔内規 

 

この内規は、本自治会の会員及び役員等並びにその配偶者の慶弔に関して定めるものである。 

 

（１） 祝品 

会員が出産した場合は、祝い品として２，０００円相当の品を贈る。 

該当者は出産の日から三ケ月以内に別紙様式１により自治会宛申請する。 

 

会員が成人に達した場合は、祝い品として１，０００円相当の品を贈る。 

 

（２） 弔慰金 

会員が死亡した場合は、弔意金として３，０００円を遺族に給付する。 

役員等及びその配偶者が死亡した時は、弔慰金として１０，０００円を遺族に給付すると共に、

弔電を送る。役員等の範囲は、役員(会長、副会長、会計、監事、部長、組長)、顧問、相談役及

び各種団体の長とする。 

 

  （３） 見舞金 

        会員が火災、風水害、震災、その他の災害により罹災し、全半焼又は全半壊した場合は、見舞

金として１０，０００円を限度に予算の範囲内で給付する。 

 

附則 

１．この内規は平成２９年４月１日より施行する。 

２．令和元年 6 月 2 日一部改正 


